
 お知らせ 

各区社会福祉協議会等において、下記のとおり、高齢者フリー

パス及び福祉パスの取扱いを終了いたします。 

令和５年４月１日以降については、市内のバス営業所・券売所

及び郵便局においてお手続きいただきますようお願いいたしま

す。 

※2ヶ月券はバス営業所・券売所では取扱っておりません。 

 

１ 取扱い終了日  

令和５年３月３１日（金） 

 

２ 取扱いを終了する窓口 

・川崎区社会福祉協議会 

・幸区社会福祉協議会 

・小倉の駅舎陽だまり 

・河原町の陽だまり 

・中原区社会福祉協議会 

・高津区社会福祉協議会 

・高津老人福祉・地域交流センター 

・宮前区社会福祉協議会 

・多摩区社会福祉協議会 

・麻生区社会福祉協議会 

 

           問合せ先 川崎市社会福祉協議会 

                      ℡044-739-8721 

                川崎市健康福祉局長寿社会部 

高齢者在宅サービス課 

℡044-200-2651 


